
○大津市空家等対策の推進に関する特別措置法等施行細則 

平成２８年６月１日 

規則第６７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「法」という。）及び大津市空家等の適正管理に関する条例（平成２８年条例第１３

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （指定の申請書等） 

第２条 法第２３条第１項の規定による申請は、空家等管理活用支援法人指定申請書（様式

第１号。以下「申請書」という。）により行うものとする。 

２ 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

⑴ 定款 

⑵ 登記事項証明書 

⑶ 役員（会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項に規定する役

員をいう。）の氏名、住所及び略歴を記載した書面 

⑷ 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面 

⑸ 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表 

⑹ 当事業年度の事業計画書及び収支予算書 

⑺ 空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面 

⑻ 法第２４条各号に掲げる業務に関する計画書 

⑼ 市町村税の滞納がないことを証する書類 

⑽ 前各号に掲げるもののほか、空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）

として行う業務に関し参考となる書類 

（指定の有効期間） 

第３条 支援法人の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して５年間とする。 

 （名称等の変更等の届出） 

第４条 法第２３条第３項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書（様式第２号）

により行うものとする。 

２ 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、業務変更届出書（様式第３

号）により、あらかじめ市長に届け出なければならない。 

 （事業計画書等の提出等） 

第５条 支援法人は、毎事業年度開始前に、翌事業年度の事業計画書及び収支予算書を市

長に提出するものとする。 

２ 支援法人は、毎事業年度終了後に、遅滞なく当該事業年度の事業報告書、収支決算書



及び貸借対照表を市長に提出するものとする。 

（業務の廃止の届出） 

第６条 支援法人は、指定を受けた業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書（様式第

４号）により、市長に届け出なければならない。 

（公表） 

第７条 条例第９条の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、大津市ホームページ

に掲載することにより行うものとする。 

⑴ 特定空家等又は特定法定外空家等の所有者等の住所及び氏名（所有者等が法人の場

合にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

⑵ 特定空家等又は特定法定外空家等の所在地及び種別 

⑶ 公表に至った経緯 

（公示の方法） 

第８条 条例第１０条第９項の規則で定める方法は、公報及び大津市ホームページへの掲

載その他の適切な方法とする。 

（大津市特定空家等及び特定法定外空家等対策審議会） 

第９条 大津市特定空家等及び特定法定外空家等対策審議会（以下「審議会」という。）に

会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（会議） 

第１０条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（公印） 

第１１条 審議会の会長の公印は次のとおりとし、都市計画部住宅政策課長がこれを保管す

る。 

 

書体 てん書 

方24ミリメートル 



（庶務） 

第１２条 審議会の庶務は、都市計画部住宅政策課において処理する。 

（その他） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第２条関係） 

空家等管理活用支援法人指定申請書 

 年  月  日 

（宛先） 

大津市長 

                    法人の住所 

法人の名称又は商号 

代表者氏名 

事務所又は営業所の所在地 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法第２３条第１項の規定による指定を受けたいの

で、関係書類を添えて申請します。 

 

１ 空家等管理活用支援法人として行おうとする業務（複数選択可） 

 □ 所有者等や地域への空家等の管理や活用に関する直接的な相談対応及び提案 

 □ 空家等の所有者からの委託に基づく、空家等の定期的な状態確認や管理 

 □ 空家等の管理又は活用に関する調査研究 

□ 空家等の活用を促進する普及啓発 

 □ 上記に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務 

 

２ 添付する書類 

⑴ 定款 

⑵ 登記事項証明書 

⑶ 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 

⑷ 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面 

⑸ 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表 

⑹ 当事業年度の事業計画書及び収支予算書 

⑺ 空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面 

⑻ 法第２４条各号に掲げる業務に関する計画書 

⑼ 市町村税の滞納がないことを証する書類 

 ⑽ 前各号に掲げるもののほか、支援法人として行う業務に関し参考となる書類 



様式第２号（第４条関係） 

名称等変更届出書 

  年  月  日 

 （宛先） 

大津市長 

 

                    法人の住所 

法人の名称又は商号 

代表者氏名 

 

 空家等対策の推進に関する特別措置法第２３条第３項の規定による名称等の変更につい

て、次のとおり届け出ます。 

 

変更予定年月日 年   月   日 

変更する事項 

□支援法人の名称又は商号 

□支援法人の住所 

□支援法人の事務所又は営業所の所在地 

変更の内容 

変更前 

 

変更後 

 

変更の理由 

 

※該当する□にレ印を記入してください。 

 



 

様式第３号（第４条関係） 

業務変更届出書 

                                年  月  日 

（宛先） 

大津市長 

 

                    法人の住所 

法人の名称又は商号 

代表者氏名 

 

 

空家等管理活用支援法人の業務内容を変更したいので、大津市空家等対策の推進に関す

る特別措置法等施行細則第４条第２項の規定により届け出ます。 

 

 

変更予定年月日 年  月  日   

変更の内容 

変更前 

 

変更後 

 

変更の理由 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第６条関係） 

業務廃止届出書 

                                 年  月  日 

 （宛先） 

大津市長 

 

法人の住所 

法人の名称又は商号 

代表者氏名 

 

指定を受けた空家等管理活用支援法人の業務を廃止したので、大津市空家等対策の推進

に関する特別措置法等施行細則第６条の規定により届け出ます。 

 

廃止年月日 年  月  日   

廃止の理由       

 


